
居宅サービス等の事業の人員及び設備基準等を定める指定基準条例について 

 

１．県が制定する介護保険指定基準条例の概要 

（１）条例施行日 平成２５年４月１日 

         （介護医療院は、平成３０年４月１日施行） 

（２）条例と規則委任の整理 

  従業者の員数や要件等、条例に馴染まないものを規則委任としました。 

(例)訪問介護員等の員数、資格及び居室の床面積等 

（３）県独自の基準を設けるもの 

三重県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

① 東日本大震災の教訓を踏まえ、訪問介護などの訪問系サービスについて、基準省令に 

は規定のない非常災害発生時の安全確保のための計画作成に関する努力義務規定の基 

準を盛り込みました。 

② 非常災害対策の規定（通所系サービス）については、非常災害発生時の安全確保のた 

めの計画について、より具体的な内容を明示し、各施設に共通して盛り込みました。 

③ 通所介護の設備及び備品等については、食堂及び機能訓練を行うスペースを確保する

ため、機能訓練室の一人当たりの必要面積を規定しました。 

 

省令の内容 県の基準 

非 常 災 害 対 策

（訪問介護） 

※訪問入浴、訪

問看護、訪問リ

ハ、居宅療養管

理指導において

準用 

なし ・指定訪問介護事業者は、震災、風水害、

火災、その他の災害（以下「非常災害」

という。）に対処するため、事業の実情

に応じた、非常災害の発生時の安全の

確保のために必要な行動手順、関係機

関への通報及び連絡体制等を定めた具

体的計画を作成し、並びに当該計画を

定期的に従業者に周知するよう努めな

ければならない。 

 

非 常 災 害 対 策

（通所介護） 

※通所リハ、短

期 入 所 生 活 介

護、短期入所療

養介護、特定施

設入居者生活介

護において準用 

 

 

・指定通所介護事業者は、

非常災害に関する具体的

計画を立て、非常災害時

の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周

知するとともに、定期的

に避難、救出その他必要

な訓練を行わなければな

らない。 

・指定通所介護事業者は、非常災害

に対処するため、消火器その他の

必要な設備を設けるとともに、事

業の実情に応じた、非常災害の発

生時の安全の確保のために必要な

組織体制、行動手順、関係機関へ

の通報及び連絡体制等を定めた具

体的計画を作成し、並びに当該計

画を定期的に従業者に周知しなけ

ればならない。 

・指定通所介護事業者は、非常災害

に備えるため、定期的に避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行わ

なければならない。 

 

設備及び備品等 

 

 

・指定通所介護事業所には、

食堂、機能訓練室、静養

室、相談室及び事務室を

・指定通所介護事業所には、食堂、

機能訓練室、静養室、相談室及び

事務室を設けるほか、指定通所介



有するほか、消火設備そ

の他の非常災害に際して

必要な設備並びに指定通

所介護の提供に必要なそ

の他の設備及び備品等を

備えなければならない。 

２  前項に掲げる設備の基

準は、次のとおりとする。 

一 食堂及び機能訓練室 

イ  食堂及び機能訓練室

は、それぞれ必要な広さ

を有するものとし、その

合計した面積は、3 ㎡に利

用定員を乗じて得た面積

以上とすること。 

ロ  イにかかわらず、食堂

及び機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を

行う際にはその実施に支

障がない広さを確保でき

る場合にあっては、同一

の場所とすることができ

る。 

※以下省略 

 

護の提供に必要な設備及び備品等

を備えなければならない。 

 

 

 

 

２ 食堂及び機能訓練室の基準は、

次のとおりとする。 

 

一 食堂は、必要な広さを有するこ

と。 

 

二 機能訓練室は、三平方メートル

に利用定員を乗じて得た面積以上

とすること。 

３ 前項の規定にかかわらず、食堂

及び機能訓練室は、食事の提供の

際には当該食事の提供に支障がな

い広さを確保でき、かつ、機能訓

練を行う際には当該機能訓練の実

施に支障がない広さを確保できる

場合にあっては、同一の場所とす

ることができる。 

 

 

※以下省略 

 

  

 

三重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

① 東日本大震災の教訓を踏まえ、訪問介護などの訪問系サービスについて、基準省令に 

は規定のない非常災害発生時の安全確保のための計画作成に関する努力義務規定の基 

準を盛り込みました。 

② 非常災害対策の規定（介護予防通所系サービス）については、非常災害発生時の安全

確保のための計画について、より具体的な内容を明示し、各施設に共通して盛り込み

ました。 

 

省令の内容 県の基準 

①  非常災害対 

策（介護予防訪 

問入浴） 

※介護予防訪問

看護、介護予防

訪問リハ、介護

予防居宅療養管

理指導において

準用 

なし ・指定介護予防訪問入浴事業者は、震災、

風水害、火災、その他の災害（以下「非

常災害」という。）に対処するため、事業

の実情に応じた、非常災害の発生時の安

全の確保のために必要な行動手順、関係

機関への通報及び連絡体制等を定めた具

体的計画を作成し、並びに当該計画を定

期的に従業者に周知するよう努めなけれ

ばならない。 



非 常 災 害 対 策

（介護予防通所

リハ） 

※介護予防短期

入所生活介護、

介護予防短期入

所療養介護、介

護予防特定施設

入居者生活介護

において準用 

・指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者は、

非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害

時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従業

者に周知するとともに、

定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行わな

ければならない。 

 

 

 

 

・指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業者は、非常災害に対処するた

め、消火器その他の必要な設備を設

けるとともに、事業の実情に応じた、

非常災害の発生時の安全の確保のた

めに必要な組織体制、行動手順、関

係機関への通報及び連絡体制等を定

めた具体的計画を作成し、並びに当

該計画を定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

・指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業者は、非常災害に備えるため、

定期的に避難訓練、救出訓練その他

必要な訓練を行わなければならな

い。 

  



三重県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

① 特別養護老人ホームの従来型の一室の居室定員については、地域の実情に応じて、市 

町の意見を聞いたうえで、多床室を整備することも可能とするため、「４人以下」と規 

定しました。 

② 設備については、老人福祉法の関係通知である「社会福祉施設における防火安全対策 

の強化について」により、特別養護老人ホームの夜間における宿直員の配置が義務付 

けられていることから、「宿直室」を運営上必要に応じて設ける設備として規定しまし 

た。 

  

省令の内容 県の基準 

設備に関する基

準（従来型施設） 

※地域密着型特

別養護老人ホー

ムについても同

様 

・特別養護老人ホームは、次の

各号に掲げる設備を設けなけ

ればならない。 

一 居室 

二 静養室 

三 食堂 

四 浴室 

五 洗面設備 

六 便所 

七 医務室 

八 調理室 

九 介護職員室 

十 看護職員室 

十一 機能訓練室 

十二 面談室 

十三 洗濯室又は洗濯場  

十四 汚物処理室  

十五 介護材料室  

十六 前各号に掲げるものの

ほか、事務室その他の運営上

必要な設備 

 

・前号各号に掲げる設備の基準

は、次のとおりとする。 

一 居室 

  イ 一の居室の定員は、１人

とすること。 

ただし、入所者へのサー

ビスの提供上必要と認め

られる場合は、２人とする

ことができる。 

・特別養護老人ホームには、次の各号に

掲げる設備を設けなければならない。 

 

一 居室 

二 静養室 

三 食堂 

四 浴室 

五 洗面設備 

六 便所 

七 医務室 

八 調理室 

九 介護職員室 

十 看護職員室 

十一 機能訓練室 

十二 面談室 

十三 洗濯室又は洗濯場  

十四 汚物処理室  

十五 介護材料室  

十六 前各号に掲げるもののほか、事務

室、宿直室その他の運営上必要な設備 

 

 

 

・居室の一室の定員は、４人以下とする。 

 



設備に関する基

準（ユニット型

施設） 

※ユニット型地

域密着型特別養

護老人ホームに

ついても同様 

 

 

 

 

 

・ユニット型特別養護老人ホー

ムには、次の各号に掲げる設備

を設けなければならない。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室又は洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

八 前各号に掲げるもののほ

か、事務室その他の運営上必

要な設備 

ユ・ユニット型特別養護老人ホームには、次

の各号に掲げる設備を設けなければなら

ない。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室又は洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

八 前各号に掲げるもののほか、事務 

室、宿直室その他の運営上必要な設備 

 

三重県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

 介護老人福祉施設の従来型の一室の居室定員については、地域の実情に応じて、市町の

意見を聞いたうえで、多床室を整備することも可能とするため、「４人以下」と規定しまし

た。 

  

省令の内容 県の基準 

設備に関する基

準（従来型施設） 

 

・施設の設備の基準は次のとお

りとする。 

一 居室 

 イ １の居室の定員は、１人

とすること。 

ただし、入所者への指定

介護福祉施設サービスの

提供上必要と認められる

場合は、２人とすることが

できる。 

・居室の一室の定員は、４人以下とする。 

 

 

 



三重県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

介護老人保健施設の施設については、サービス提供をするうえで介護に必要な物品等

が保管されている「介護材料室」は設けるべき施設として、薬剤師の設置が必要な場合

において薬剤師法で設置が規定されている「調剤所」を「事務室」とともに運営上必要

に応じて設ける施設として規定しました。 

 

省令の内容 県の基準 

施設に関する基

準（従来型施設） 

 

・介護老人保健施設は、次に掲

げる施設を有しなければなら

ない。 

一 療養室 

二 診察室 

三 機能訓練室 

四 談話室 

五 食堂 

六 浴室 

七 レクリエーション・ルーム 

八 洗面所 

九 便所 

十 サービス・ステーション 

十一 調理室 

十二 洗濯室又は洗濯場 

十三 汚物処理室 

 

 

・介護老人保健施設には、次の各号に掲

げる施設を設けなければならない。 

 

一 療養室 

二 診察室 

三 機能訓練室 

四 談話室 

五 食堂 

六 浴室 

七 レクリエーション・ルーム 

八 洗面所 

九 便所 

十 サービス・ステーション 

十一 調理室 

十二 洗濯室又は洗濯場 

十三 汚物処理室 

十四 介護材料室 

十五 前各号に掲げるもののほか、調剤

所、事務室その他の運営上必要な設備 

 

施設に関する基

準（ユニット型

施設） 

 

 

 

 

・ユニット型介護老人保健施設

は、次に掲げる施設を有しなけ

ればならない。 

一 ユニット 

二 診察室 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 サービス・ステーション 

六 調理室 

七 洗濯室又は洗濯場 

八 汚物処理室 

 

・ユニット型介護老人保健施設には、次

の各号に掲げる施設を有しなければなら

ない。 

一 ユニット 

二 診察室 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 サービス・ステーション 

六 調理室 

七 洗濯室又は洗濯場 

八 汚物処理室 

九 介護材料室 

十 前各号に掲げるもののほか、調剤所、

事務室その他の運営上必要な設備 

 

 



三重県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

介護医療院サービスを提供するうえで介護に必要な物品等が保管されている「介護材料室」は

備えられるべき施設であり、事務室その他の運営上必要な施設とともに規定しました。 

 

ア 従来型施設 

省令の内容 県の基準案 

施設に関す

る基準 

(厚生労働省

令で定める基

準） 

 

介護医療院は、次に掲げる施設

を有しなければならない。 

一 療養室 

二 診察室 

三 処置室 

四 機能訓練室 

介護医療院は、次に掲げる施設を

有しなければならない。 

一 療養室 

二 診察室 

三 処置室 

四 機能訓練室 

施設に関す

る基準 

( 参 酌 す べ

き基準） 

 

 

五 談話室 

六 食堂 

七 浴室 

八 レクリエーション・ルーム 

九 洗面所 

十 便所 

十一 サービス・ステーション 

十二 調理室 

十三 洗濯室又は洗濯場 

十四 汚物処理室 

五 談話室 

六 食堂 

七 浴室 

八 レクリエーション・ルーム 

九 洗面所 

十 便所 

十一 サービス・ステーション 

十二 調理室 

十三 洗濯室又は洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

十六 前各号に掲げるもののほか、

事務室その他の運営上必要な施設 

 

イ ユニット型施設 

省令の内容 県の基準案 

施設に関す

る基準 

(省令で定め

る基準） 

ユニット型介護医療院は、次に掲げ

る施設を有しなければならない。 

一 ユニット 

二 診察室 

三 処置室 

四 機能訓練室 

ユニット型介護医療院は、次に掲

げる施設を有しなければならない。 

一 ユニット 

二 診察室 

三 処置室 

四 機能訓練室 

施設に関す

る基準 

(参酌すべ

き基準） 

 

 

五 浴室 

六 サービス・ステーション 

七 調理室 

八 洗濯室又は洗濯場 

九 汚物処理室 

五 浴室 

六 サービス・ステーション 

七 調理室 

八 洗濯室又は洗濯場 

九 汚物処理室 

十 介護材料室 

十一 前各号に掲げるもののほか、

事務室その他の運営上必要な施設 

 


